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事
務
所
だ
よ
り

1 2026（令和8年）

　令和7年分までの扶養控除等申告書には「控
除対象扶養親族」を記載していましたが、8年
分以後は、これに特定親族（生計を一にする
19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が
58万円超123万円以下）のうち合計所得金額
が100万円以下の人を加えた「源泉控除対象親
族」を記載するため注意が必要です。

ワンポイント 源泉控除対象親族

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　12日・成人の日

あ
け
ま
し
て

　
　

お
め
で
と
う　

　
　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

国　税／�給与所得者の扶養控除等申告書の提出� �
� 本年最初の給与支払日の前日

国　税／�報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出�
� 2月2日

国　税／�源泉徴収票の交付、提出� 2月2日
国　税／�12月分源泉所得税の納付� 1月13日�

（納期の特例を受けている事業所の7〜12
月分は1月20日）

国　税／�11月決算法人の確定申告� �
（法人税・消費税等）� 2月2日

国　税／�5月決算法人の中間申告� 2月2日
国　税／�2月、5月、8月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 2月2日
地方税／�固定資産税の償却資産に関する申告� 2月2日
地方税／�給与支払報告書の提出� 2月2日
労　務／�労働保険料の納付（第3期分）� 2月2日�

�（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）
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1 月号─2

　

ま
も
な
く
所
得
税
・
復
興
特
別
所

得
税
（
以
下
「
所
得
税
等
」）
の
確
定

申
告
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。
確
定
申

告
す
る
必
要
が
あ
る
所
得
を
申
告
し

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
後
日
、
期
限

後
申
告
や
修
正
申
告
を
し
て
、
本
来

納
付
す
べ
き
所
得
税
等
を
納
付
す
る

ほ
か
、
加
算
税
や
延
滞
税
な
ど
、
申

告
漏
れ
が
な
け
れ
ば
納
税
す
る
必
要

が
な
か
っ
た
税
金
を
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
今
、
経
済
取
引
や
金
融
商
品
は

多
角
化
し
、
そ
こ
か
ら
得
る
収
入
金

額
に
つ
い
て
、
所
得
税
等
の
確
定
申

告
が
必
要
か
ど
う
か
の
判
断
は
複
雑

化
し
て
い
ま
す
。

　

本
号
で
は
、
所
得
税
等
の
確
定
申

告
が
必
要
に
な
る「
人
」と「
収
入（
所

得
）」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体

的
な
内
容
を
み
て
い
き
ま
す
。

１　

確
定
申
告
が
必
要
な「
人
」

１　

確
定
申
告
が
必
要
な「
人
」

　

次
の
⑴
か
ら
⑷
の
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
（
確
定
申
告
す
れ

ば
税
金
が
還
付
さ
れ
る
人
を
除
き
ま

す
。）
は
、
所
得
税
等
の
確
定
申
告

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
を
す
る
場
合
、
確
定
申

告
を
し
な
い
で
源
泉
徴
収
だ
け
で
済

ま
せ
る
確
定
申
告
不
要
制
度
を
選
択

で
き
る
利
子
・
配
当
・
上
場
株
式
等

の
譲
渡
所
得
等
を
除
き
、
原
則
と
し

て
全
て
の
所
得
を
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

⑴　

給
与
所
得
が
あ
る
人

①　

給
与
の
年
間
の
収
入
金
額
が
２

千
万
円
を
超
え
る
人

②　

給
与
を
１
か
所
か
ら
受
領
し
、

そ
の
給
与
が
年
末
調
整
さ
れ
て
い

る
場
合
に
、
給
与
所
得
・
退
職
所

得
以
外
の
各
種
所
得
金
額
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③　

給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
領

し
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴

収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
年
末

調
整
さ
れ
て
い
な
い
給
与
の
収
入

金
額
と
、
給
与
所
得
・
退
職
所
得

以
外
の
各
種
所
得
金
額
の
合
計
額

が
20
万
円
を
超
え
る
人（
※
）

※　

給
与
の
収
入
金
額
の
合
計
額

か
ら
雑
損
控
除
・
医
療
費
控
除
・

寄
附
金
控
除
・
基
礎
控
除
以
外

の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し

引
い
た
残
額
が
１
５
０
万
円
以

下
で
、
か
つ
、
給
与
所
得
・
退

職
所
得
以
外
の
各
種
所
得
金
額

の
合
計
額
が
20
万
円
以
下
の
場

合
は
申
告
不
要
で
す
。

④　

同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族

な
ど
で
、
そ
の
会
社
か
ら
の
給
与

の
ほ
か
に
、
そ
の
会
社
か
ら
貸
付

金
の
利
子
や
不
動
産
の
賃
借
料
な

ど
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

⑵　

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

み
の
人

　

次
の
①
又
は
②
に
該
当
す
る
人

は
、
確
定
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す

（
①
・
②
に
該
当
し
な
い
人
で
も
、

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。）。

①　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４

０
０
万
円
を
超
え
る
人

②　

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以

外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え

る
人

⑶　

退
職
所
得
が
あ
る
人

　

外
国
企
業
か
ら
受
け
取
っ
た
退
職

金
な
ど
、
所
得
税
等
が
源
泉
徴
収
さ

れ
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
は
確
定
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

⑷　

⑴
～
⑶
以
外
の
人

　

各
種
所
得
金
額
の
合
計
額
（
譲
渡

所
得
や
山
林
所
得
を
含
み
ま
す
。）

か
ら
、
社
会
保
険
料
控
除
な
ど
各
種

控
除
を
差
し
引
い
た
残
額
（
課
税
さ

れ
る
所
得
金
額
）
に
所
得
税
の
税
率

を
乗
じ
、
配
当
控
除
の
適
用
が
あ
る

場
合
は
同
控
除
額
を
差
し
引
い
て
も

税
額
が
あ
る
人
（
※
）
は
、
確
定
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※　

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
外
国
税
額

控
除
の
額
等
が
あ
り
最
終
的
に
還

付
申
告
と
な
る
場
合
、
申
告
義
務

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
注
意
点

　　

前
記
⑴
～
⑷
に
該
当
し
な
い

人
で
も
、
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
損
失
と
配
当
所
得
等
と
の

損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
の
特

例
の
適
用
な
ど
を
受
け
る
人

は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

確
定
申
告

確
定
申
告

が
必
要
な

が
必
要
な

人
・
収
入

人
・
収
入



3─1月号

　

雑
所
得
（
業
務
）
金
額
の
算
出
方

法
や
同
所
得
金
額
が
赤
字
に
な
っ
た

場
合
の
損
益
通
算
の
取
扱
い
は
、
⑴

と
同
じ
で
す
。

⑶　

太
陽
光
発
電
設
備
に
よ
る
売
電

　

太
陽
光
発
電
設
備
を
家
庭
用
と
し

て
使
用
し
、
そ
の
余
剰
電
力
を
売
却

し
て
い
る
場
合
は
、
雑
所
得（
業
務
）

と
し
て
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

太
陽
光
発
電
設
備
は
「
機
械
及
び

装
置
」
に
該
当
す
る
の
で
、
発
電
量

の
う
ち
、
売
却
し
た
電
力
量
の
占
め

る
割
合
を
業
務
用
割
合
と
し
て
計
算

し
た
減
価
償
却
費
の
額
を
必
要
経
費

に
算
入
し
ま
す
。

　

所
得
金
額
の
算
出
方
法
や
所
得
金

額
が
赤
字
に
な
っ
た
場
合
の
損
益
通

算
の
取
扱
い
は
、
⑴
と
同
じ
で
す
。

⑷　

ふ
る
さ
と
納
税
の
謝
礼
と
し
て

受
領
し
た
特
産
品

　

寄
附
し
た
人
が
受
領
し
た
特
産
品

の
経
済
的
利
益
は
、
一
時
所
得
と
し

て
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

一
時
所
得
は
、
特
産
品
の
時
価
か

ら
一
時
所
得
の
特
別
控
除
額
（
最
高

50
万
円
）
を
差
し
引
い
て
算
出
し
ま

す
。
他
に
一
時
所
得
に
該
当
す
る
も

の
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
全
て
の
収

入
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
収
入
を

得
る
た
め
に
支
出
し
た
金
額
の
合
計

２　

確
定
申
告
が
必
要
な「
収
入
」

２　

確
定
申
告
が
必
要
な「
収
入
」

⑴　

原
稿
料
、
講
演
料
、
印
税
、
放

送
出
演
料

　

事
業
所
得
に
該
当
し
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
雑
所
得
（
業
務
）
と
し

て
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
収
入
金

額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
所

得
金
額
を
算
出
し
ま
す
が
、
必
要
経

費
を
差
し
引
い
た
結
果
、
赤
字
に

な
っ
て
も
他
の
所
得
金
額
と
損
益
通

算
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

⑵　

フ
リ
マ
ア
プ
リ
、
ネ
ッ
ト
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
、
ネ
ッ
ト
通
販
、
配
達

代
行
、動
画
配
信
、ア
プ
リ
作
成
・

配
信
、
有
料
メ
ル
マ
ガ
、
ア
フ
ィ

リ
エ
イ
ト
、ギ
ャ
ラ
飲
み
、カ
ー
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
、
自
宅
等
の
時
間
貸
し

　

原
則
と
し
て
、
事
業
所
得
又
は
雑

所
得
（
業
務
）
と
し
て
確
定
申
告
が

必
要
で
す
。
た
だ
し
、
ネ
ッ
ト
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
販
売
し
た
も
の
が

家
具
や
衣
服
、
書
籍
な
ど
の
「
生
活

用
動
産
」（
貴
金
属
や
宝
石
な
ど
は

30
万
円
以
下
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）

で
、
か
つ
そ
の
取
引
が
一
時
的
な
も

の
だ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
引
か

ら
得
た
収
入
は
非
課
税
と
な
る
の

で
、
確
定
申
告
に
含
め
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

額
を
差
し
引
い
た
後
、
特
別
控
除
額

を
差
し
引
き
ま
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
す
る
際
の
「
総

所
得
金
額
」
に
算
入
す
る
一
時
所
得

金
額
は
、
特
別
控
除
額
を
差
し
引
い

た
残
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
た
金
額

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
前
記
１
に
記

載
し
た
「
各
種
所
得
金
額
」
の
計
算

に
お
い
て
も
、一
時
所
得
の
金
額
は
、

特
別
控
除
額
を
差
し
引
い
た
残
額
の

２
分
の
１
の
金
額
と
な
り
ま
す
。

⑸　

競
馬
、
競
輪
な
ど
の
払
戻
金

　

競
馬
、競
輪
、オ
ー
ト
レ
ー
ス
、ボ
ー

ト
レ
ー
ス
の
払
戻
金
は
原
則
、
一
時

所
得
と
し
て
確
定
申
告
が
必
要
で

す
。
払
戻
金
に
係
る
年
間
受
取
額
か

ら
的
中
し
た
投
票
券
の
年
間
購
入
費

用
を
控
除
し
た
後
、
一
時
所
得
の
特

別
控
除
額
（
最
高
50
万
円
）
を
差
し

引
い
て
所
得
金
額
を
算
出
し
ま
す
。

　

な
お
、
必
要
経
費
と
し
て
差
し
引

け
る
の
は
、
通
常
は
的
中
し
た
投
票

券
の
購
入
費
用
だ
け
で
、
外
れ
投
票

券
の
購
入
費
用
は
控
除
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
他
に
一
時
所
得
が
あ

る
場
合
の
収
入
金
額
の
算
出
方
法

や
、
確
定
申
告
す
る
際
の
総
所
得
金

額
に
算
入
す
る
一
時
所
得
金
額
は
特

別
控
除
額
を
差
し
引
い
た
残
額
に
２

分
の
１
を
乗
じ
た
金
額
に
な
る
こ
と

は
、
⑷
と
同
じ
で
す
。

⑹　

そ
の
他

　

⑴
～
⑸
で
説
明
し
た
も
の
の
ほ
か
、

「
暗
号
資
産
取
引
に
係
る
収
入
を
得

た
場
合
」、「
株
主
優
待
を
受
け
取
っ

た
場
合
」、「
外
国
為
替
証
拠
金
取
引

（
F
X
）
に
係
る
収
入
が
あ
っ
た
場

合
」、「
金
地
金
の
売
却
収
入
が
あ
っ

た
場
合
」
な
ど
も
確
定
申
告
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　　

ま
と
め

ま
と
め

　

以
上
の
と
お
り
、
確
定
申
告
す
る

必
要
が
あ
る「
人
」と「
収
入（
所
得
）」

の
要
件
は
大
変
複
雑
で
す
。
所
得
金

額
の
算
出
方
法
や
、
赤
字
が
生
じ
た

場
合
の
損
益
通
算
の
適
用
の
可
否
な

ど
も
、
そ
の
収
入
ご
と
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
税
等
の
確
定
申
告
は

不
要
で
も
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要

に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
臨
時

の
収
入
が
発
生
し
た
場
合
は
、
そ
の

都
度
、
申
告
の
要
否
を
慎
重
に
確
認

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

【参考資料】
国税庁

ホームページ
「確定申告」



1 月号─4

昨年は、大変お世話になり、 
ありがとうございました。 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。
　昨年は色々な学びをした１年でした。外部研修に積極的に参加したり、コーチ
ングを受けたり、自分自身に対して新しい取り組みができた年でした。研修等を
通じて、自分が人生で大切にしている事が何かを改めて考える事ができました。
家族、事務所メンバー、顧問先様を大切にし、自分が関わった人に、大井さんと
出会えて良かったと思ってもらえる人生を築いていきたいと思います。今の自分
の立ち位置を客観的に把握して、プライベートと仕事に取組み、昨年は色々な学
びをした年でしたので、今年はそれをアウトプットする年にしたいと思います。

　最近、お客様に会社名の由来を聞かれる機会が多くあります。事務所を引き継
いだ当初は事務所名の由来を思い浮かべながら仕事をしておりましたが、今はあ
まり思い返す機会がありませんでした。しかし、改めて社名に付けた思いを定期
的に振り返る事が大切だと感じました。今回、改めて由来を皆様にお伝えさせて
いただこうと思います。
　１つ目は、関与先様の想いを「結ぶ」という意味です。会計事務所は数字を軸
に関与先様が思い描いていること・検討していること等の想いを実現するための
ご支援をする立場にあります。その想いを結べるようにという意味を込めており
ます。
　２つ目は、結びを英語表記すると「Conclusion」になります。翻訳すると、結論・
最後等の意味になり、関与先様の意思決定にしっかり関与できるようにという意
味を込めております。
　前所長の事務所の基本理念が「共存共栄」であり、私自身もこの理念を大切に
しているため、同じような意味合いを持つ事務所名にしました。

　今後も社名の由来を裏切らないように、皆様の事業発展等に寄与できるよう取
り組んで参りたいと思います。改めまして、本年もどうぞ宜しくお願い致します。

追伸�　例年ですが、事務所新聞を送付しているお客様につきましては、年賀状の
送付は割愛させていただいております。

代表税理士　大 井 智 志　
	
	 趣　味　　運動、映画鑑賞、サウナ
	 血液型　　O型
	 星　座　　蠍座




